
　「被害者こころの支援センターえひめ」は平成13年3月に設立され、翌年平成14年6

月にはＮＰＯ法人化、平成24年4月には一般社団法人化されました。設立以来の私ども

の長年の願いは愛媛県公安委員会から「早期援助団体」としての指定でありました。全国4７都道府県には被害者支

援センターが48団体ありますが、そのうちの45団体はすでに「早期援助団体」としての指定を受けています。愛媛

のセンターも指定を受けるべく準備を鋭意進めておりましたが、最後の難関である「公益社団法人化」を平成26年

4月にクリアーすることができました。そしてこのたび「早期援助団体」としての指定を受けることができました

ことをここにご報告させていただきます。皆様方のここに至りますまでの温かい見守りと継続的なご支援を深く感

謝いたします。

　「早期援助団体」としての指定を受けて、私どもセンターの活動の有り様は大きく変化しました。指定以前のセ

ンターの援助活動は被害者からの電話等による援助依頼を「待ち続ける」という受け身でしたが、指定後は警察か

らの被害者情報の提供により、センターから被害者の皆さんへ積極的な働きかけができるようになり、早い段階か

ら支援が可能となりました。重大事件や事故に遭遇した直後の被害者の方々は心身とも大きな混乱に巻き込まれて

おり、昨日まで当たり前のように営んでいた日常生活すら送るのが困難な状況に追い込まれています。私どもセン

ターの支援員はそのような被害者の方々が一日でも早く日常を取り戻せるように、その都度その都度、必要とされ

る支援を提供させていただく所存です。宿泊施設の提供、病院や警察署等への付き添い、家事、被害者家族の世話

等の生活支援、被害者等の職場等関係者への連絡、自助グループの支援、防犯ブザー等の提供または貸与等、さま

ざまな支援を提供できればと願っています。

　「早期援助団体」としての指定を受けた後も、「被害者支援センターえひめ」はまだまだ課題を与えられていま

す。まずはセンターの存在の広報や犯罪被害者等の支援に関する援助の必要性の啓発活動、さらには犯罪被害者給

付金の裁定の申請の援助等、求められていることは多々あります。今後とも関係各位の皆様の忍耐強いご支援とご

理解をいただきながら、社会のご期待に応えて行きたいと思っています。

犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けて
　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　被害者支援センターえひめ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　�武　井　義　定

相談電話 ☎（089）905－0150
☎受付／火～土曜日（午前10時～午後4時まで）
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愛媛県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体

公益社団法人 被害者支援センターえひめ会報

（Victim Support Ehime）
V.S.E 2014年9月16日発行　　【第21号】
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相談は無料です。� 相談の内容は、決して漏れる事はありません。安心してご相談下さい。
面接相談(無料・要予約)もできます。　まずはお電話下さい。

坊ちゃん列車　　高橋 基 作
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平成26年度　定期社員総会の開催
　本年6月23日㈪に公益社団法人になって初めての定期社員総会が松山市ハーモニープラザにおいて開催され、平
成25年度事業報告・同収支決算報告及び役員改選等の審議が行われ、全件原案どおり承認されました。引き続い
て、ＮＰＯ法人清算結了報告・愛媛県との委託契約等の報告、平成25年度支援活動員の委嘱、愛媛銀行・㈱愛媛
ジェーシービーの提携カード利益金からの寄付金贈呈式が行われました。

◇平成２５年度収支決算報告及び平成２６年度収支予算
１　収入の部  （単位：円） ２　支出の部 （単位：円）

※平成26年度予算は、平成26年3月18日の総会で審議

◇平成２６年度役員等の改選
役　　職 氏　　名 所　　　　　属

理 事 長 武井　義定  勝山幼稚園園長（臨床心理士）

副 理 長 橘　　史郎 精神科医（和ホスピタル）

副 理 長 市川　武志 弁護士（松山中央法律事務所）

専務理事 田所　和人 当センター長

理 事 富田　耕治 株式会社ヒカリ　代表取締役

理 事 信原　孝司 愛媛大学大学院准教授、県臨床心理士会会長

◇平成２５年度事業報告
１　相談事業

２　直接支援

電話相談　相談日 248日
相談件数 139件
面接相談 40件

警察署付添　 1回
裁判所付添 8回
検察庁付添 4回
行政機関付添　　　 2回
自宅訪問 4回
その他（遺族の講演活動支援） 33回
自助グループ 9回

科　　　目 25年度決算 26年度予算

会 費 収 入 3,955,000 4,512,000

寄 付 金 収 入 2,499,389 2,550,000

委 託 費 2,468,000 2,986,000

補 助 金 収 入 2,151,554 5,675,000

雑 収 入 50,000 10,000

収 入 合 計 11,396,403 15,733,000

科　　　目 25年度決算 26年度予算

事 業 費 4,383,904 11,237,000

管 理 費 4,709,450 5,670,000

支 出 合 計 9,093,354 16,907,000

自助グループ
9回
15％

その他
33回 54％

警察署付添
1回 2％

検察庁付添
4回 6％

自宅訪問
4回 7％

行政機関付添
2回 3％

裁判所付添
8回 13％

直接支援回数(61回)

　平成26年９月1０日午後１時から愛媛県警察本部幹部室において、犯罪被
害者等早期援助団体の指定式が行われました。式には、山本泰正公安委員
長、警察本部からは川邊俊一警察本部長等５名、当センターは武井義定理
事長等５名が参加し、指定書の交付後、山本公安委員長、川邉警察本部
長、武井理事長の挨拶で閉式しました。
　当センターは平成13年3月に発足以来、犯罪被害者等早期援助団体の指
定をめざして取り組んで参りましたがようやく13年目で実現しました。
　今後は、支援員の資質の向上をはかるとともに、被害者のニーズに応え
る支援ができるように頑張りたいと思います。

犯罪被害者等早期援助団体指定式の開催

役　　職 氏　　名 所　　　　　属

理 事 稲葉　省三 愛媛県暴力追放推進センター専務理事

理 事 佐々木長実 愛媛県交通安全協会総務課長

理 事 寺坂　史子 愛媛県女性保護対策協議会事務局長

理 事 鷹尾　隆寛 えひめ女性財団参事

理 事 佐伯　光健 前当センター事務局長・産業カウンセラー

監 事 新谷　保章 愛媛県防犯協会連合会専務理事

監 事 近藤　　猛 近藤税理士事務所
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◇平成２６年度事業推進計画　
１　早期援助団体としての活動
　・早期援助団体指定申請・適正運用
　・警察との情報交換・連携強化
　・被害者のニーズに応える支援活動

２　被害者支援活動の充実
　・電話・面接相談活動相談体制の強化等
　・直接支援の体制強化・積極的支援
　・自助グループの援助

３　人材の育成
　・ボランティア支援員の募集と直接支援員・犯罪被
　　害者相談員の養成
　・支援活動員の資質の向上

４　広報・啓発事業の積極的推進
　・各種行事への参加
　・移動パネル展の積極的な開催
　・犯罪被害者週間の講演会・パネル展の開催
　・ホームページの充実等

５　関係機関・団体との連携強化
　・関係機関・団体への訪問
　・県・市・町担当者研修会の開催等

６　財政基盤の充実
　・賛助会員・寄付者の募集
　・自販機・募金箱の設置、asitaカードの加入促進

等

７　会議の開催
　・理事会・総会の開催
　・全国会議・研修等への参加等※平成26年度の事業計画は、平成26年3月18日の総会で審議

◇平成２５年度活動状況（被害者こころの支援ｾﾝﾀｰえひめ）
≪受理状況≫
相談・支援／月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
電 話 相 談 15 31 16 16  6  4  4  8  7 13  7 12 139
面 接 相 談  0 10  8  3  3  6  2  0  0  4  1  3  40
直 接 支 援  1 14  9  9  3  3  8  5  4  0  2  3  61
電話相談日数 14 19 21 21 25 20 25 21 22 20 20 20 248

25年度被害罪名 件　数
殺　　　　　人（傷害致死） 9
強　　　　　盗（致死傷） 0
強　　　　　姦 9
強　制　猥　褻 14
其の他の性被害 12
暴 行 ・ 傷 害 18
其の他の身体犯 0
危険運転致死傷 0
交通死亡事故 4
交　通　事　故 14
財 産 的 犯 罪 9
D　　　　　V 1
ス ト ー カ ー 7
虐　　　　　待 0
そ　　の　　他 42

合　　　　　計 139

その他

ストーカー

殺人
（傷害致死）

強姦

強制猥褻

その他の
性被害

暴行・傷害

DV

財産的
犯罪

交通事故

交通死亡事故

　　26年度犯罪被害者週間　記念講演会　開催のお知らせ
開催日時　平成26年11月30日(日)　13時30分～15時30分
場　　所　松山市青少年センター　大ホール(松山市築山町12－33)

講　師　平成17年JR福知山線脱線事故一両目被害者

　　　　　　山下亮輔氏(27歳)

演　題　～一両目の生存者～（伝えたい想い）

第 一 部　　講 演 会
出演者　八幡浜警察署　劇団　真穴
演　目

「おれおれ詐欺」「還付金詐欺」

第 二 部　　寸　　劇

≪平成25年度電話相談受理内容≫



４

愛媛県公安委員会指定　　犯罪被害者等早期援助団体　　公益社団法人�被害者支援センターえひめ

資金援助等のご協力をお願いします。

編 集 後 記

　「人が事を成就するために欠かせないもの、それが熱意であり、
誠意であり、創意である」と思います。「被害者支援センターえひ
め」は設立から足かけ13年、理事長を柱として役員・職員・ボラン
ティアの方々等多くの人達の「熱意・誠意・創意」があってこそ、
今年度に公益社団法人の認定、そして犯罪被害者等早期援助団体と
して公安委員会の指定にたどり着けたのだと思います。今回のサ
ポートニュースえひめは、その節目の意味も込めて発行しまた。支
援センターに関わる者すべてが心一つにして、昨日よりも今日、今
日よりも明日と常に前進しながら、人としての教養を積んで誠実に
被害者支援に携わって行くことを誓いたいと思います。 （事務局）

　不要になったあなたの本をご寄付下さい。ご寄付して頂いた古本
は株式会社バリューブックスにて、査定され、買取相当額が、全国
被害者支援ネットワークに寄付され犯罪被害者への支援活動に役立
てられます。
※古本をご寄付頂ける方は、中古本５冊以上を段ボール箱等に詰
め、贈与承諾書に記載して下さい。但し、ISBN（バーコード）
の無い本（百科事典、雑誌等）は取扱いできません。ご連絡頂け
れば、詳細のご説明と、贈与承諾書をお送り致します。

≪被害者支援センターえひめ・☎089－905－0170≫にご連絡下さい。

　8月31日に今年度の受講者９名に（3日間にわたる12時間の
講習）修了証書を授与しました。修了生９名の内8名の方が、
今後も何らかの形
で、被害者支援ボ
ランティア活動に
参加したいとの意
思を示して頂きま
した。被害者支援
活動の力になって
もらえる事を期待
しています。

平成２６年度 ボランティア養成講座修了

ホﾝデリﾝグ事業 ～本のご寄付で広がる支援の輪～
ご協力下さい。

◆四国コカ・コーラボトリング株式会社
☆㈱愛媛銀行　☆高浜公民館　☆㈱オリエント
ライン　☆AID建設㈱　☆㈱大西運輸　☆㈱ゆ
ずえサービス　☆国安商会㈱　☆㈱ナンレイ　
☆㈱愛媛銀行末広町支店　☆㈲レジャーナング
ン　☆㈱ヤマキチ　☆新和企業㈱東予営業所　
☆㈱ガルバ興産　☆（福）常美会（おくらの里）　☆

（福）常美会（広瀬の里）　☆浅川造船㈱　☆協和
道路㈱　☆宇摩建設業協同組合　☆県林業組合
連合会（保安部）　☆県森林組合木材部　☆県林
業会館　☆伊予森林組合　☆栗の里なかやま　
☆南予森林組合　☆高市宅治　☆㈱モバイルコ
ム　☆四国ガス　☆西予木材売場　☆松本建設
☆波止浜興産㈱（3台）　☆波止浜興産㈱今治イ
ンターSS　☆（社福）ウエルケア高浜　☆久万高
原町道の駅　計35台
　以上33社（3６台設置）の方々より平成２５年度
１，２3５，７3４円のご寄附を頂きました。ご協力感
謝いたします。
◆ペプシー・サントリーⅡ
☆㈶松山済美会館　☆（学法）聖カタリナ学園　
☆㈲シーサイドふたみ　☆㈱昔屋　☆愛媛綜合
警備保障㈱（宇和島市支社）　☆愛媛綜合警備保
障㈱（大洲支社）　☆瀧和塾　☆四国中央自動車
学校　☆愛媛綜合警備保障㈱（西条支社）　計9
台
　計９社（９台設置）より２５年度９６，５６１円のご
寄附を頂きました。ご協力に感謝いたします。

支援自販機設置企業のご紹介
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下記の活動資金面にご協力いただける方を募集しています。
◯ 賛助会員・寄付者　　　　　◯ 被害者支援自動販売機設置場所の提供
◯ ａｓｉｔａカｰドの成約　　◯ 被害者支援募金箱設置場所の提供　　

【メールアドレス】　info@shien-ehime.or.jp� 【ホームページ】　http://www.shien-ehime.or.jp

――――――――― 詳しくは電話等でお問い合わせ下さい。 ―――――――――
【事務局】〒７９１－１１１４　松山市井門町５４４－４　電話・ＦＡＸ（０８９）９０５－０１７０

愛媛銀行・㈱JCB
《ａｓｉｔａカードの成約・ご利用》

にご協力下さい。
　asitaカード・JCBで支払いをすると、
支払額の0.3％が犯罪被害者支援センターえ
ひめの活動資金として寄付されます。asita
カードの成約とカードの利用にご協力をお願
いします。平成25年度は愛媛銀行・㈱JCB
様より80，645円のご寄附を頂きました。お
礼申し上げます。

愛媛銀行・㈱JCBよりの寄付金の贈呈式

熱意・誠意・創意



平成２５年度　賛助会員様等　ご芳名

伊予銀行 愛媛県警友会連合会 大王製紙(株) 丸住製紙(株)
三浦工業(株) (株)一宮工務店 伊予鉄道(株) 愛媛銀行
カミ商事(株) 桑原運輸(株) (株)ヒカリ 松山済美会
愛媛県医師会 愛媛県交通安全協会 愛媛県指定自動車教習所協会 愛媛県遊技業協同組合
三徳電機(株) 松山市医師会 愛南地区防犯協会 (株)あわしま堂
今治ルミナスクラブ 伊予市社会福祉協議会 (株)宇都宮石油店 宇和島交通安全協会
宇和島信用金庫 宇和島地区防犯協会 松山市民病院 愛媛県防犯協会連合会
愛媛県暴力追放推進センター (株)愛媛ジェーシービー (株)愛媛新聞社 愛媛信用金庫
愛媛綜合警備保障(株) えひめ中央農業協同組合 大洲地区防犯協会 (株)オキノ
小野石材(株) 医療法人　かどた医院 久万高原安全運転管理者協議会 久万高原交通安全協会
久万高原地区防犯協会 医療法人　桑折皮膚科・内科 医療法人社団　重信クリニック 四国中央地区防犯協会
清水産業(株) （有）清水葬儀社 西本医院 日章(有)
ネットグローバル(株) 伯方塩業(株) 東宇和農業協同組合 心療内科　兵頭クリニック
日本基督教団　松山古町教会 松山西地区防犯協会 松山東交通安全協会 松山南地区防犯協会
眞理神経クリニック 丸之内商事(株) 三島幼稚園 (株)三瀬商店
医療法人　村上循環器科 医療法人　矢野整形外科 八幡浜地区防犯協会

帝人(株)松山事業所 愛媛舗道㈱ (株)大洲自動車販売 池田興業(株)四国支店
渡辺興業(株) 長浜冷蔵(株) 協和道路(株) 大野水産(株)
(株)ミツワ都市開発 NPO法人　託児所　悠遊 鈴木産業(株) 越智産業(株)
宮原重機運輸(株) (株)有光組 愛媛建物(株) ながと脳神経外科・心療内科クリニック
(株)山本建設 だいだい運送(株) (株)ホテル椿館 八幡浜魚仲買人組合
久保興業(株) 村上胃腸内科クリニック 昭和刷子(株) 伊豫海運(株)
(株)カネシロ (株)フジ物流 (株)新居浜自動車教習所 (株)シンツ松山本社
摂陽明正(株) (有)古森石油店 (株)愛商 宝運送(株)
(株)ムロオ松山営業所 八幡浜紙業(株) 大成陸運(株) 新井産業(株)
(株)アクトピア大洲 近藤物産(株) (株)和泉モータース 新玉電気工事(株)
愛媛製紙(株) 神野電気(株) 医療法人　健康会 愛媛県トラック協会
四国管制工業(株)松山営業所 (株)キクノ

（順不同・敬称略）

皆様方のご厚情に感謝申し上げます。今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

（公安委員会・警察）

（団体・法人）

賛　　助　　会　　員

５

愛媛県公安委員会・愛媛県警察本部総務課・広報県民課・情報管理課・警務課・監察官室・会計課・企画教養課・厚生課・留置管理課・
生活安全企画課・地域課・通信指令課・少年課・生活環境課・刑事企画課・捜査第一課・捜査第二課・組織犯罪対策課・鑑識課・科学捜
査研究所・機動捜査隊・交通企画課・交通指導課・交通規制課・運転免許課・交通機動隊・高速道路交通警察隊・公安課・警備課・機動
隊・外事対策室・愛媛県警察学校・四国中央警察署・新居浜警察署・西条警察署・西条西警察署・今治警察署・伯方警察署・松山東警察
署・松山西警察署・松山南警察署・久万高原警察署・伊予警察署・大洲警察署・八幡浜警察署・西予警察署・宇和島警察署・愛南警察署

～賛助会員の募集・寄附金のお願い～

当センターの活動は、主に皆様方の賛助会費や寄附金に支えられております。
皆様からの温かいご支援、ご協力をお待ちしております。

◦ゆうちょ銀行　　口座番号　　０１６８０－４－５５２１８
　　　　　　　　　　加入者名　　被害者支援センターえひめ

◦伊　予　銀　行　　お振込先　　森松支店　普通　１６８２６７４
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　被害者支援センターえひめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　武井　義定

◦愛　媛　銀　行　　お振込先　　末広町支店　普通　８９１８６３７　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　被害者支援センターえひめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　武井　義定

お振込先金融機関

☆個人☆
１口　１，０００円

☆法人☆
１口　１０，０００円

（１口以上何口でもご加入いただけます）

【賛助会員年会費】

～団体・法人会員様は平成２６年８月末日現在まで掲載～



木綱　俊三　　　青木　祥子　　　安藤　弘江　　　飯尾　香苗　　　石﨑　絵理　　　石丸　浩子　　　石山由美子　　　稲美眞太郎
乾　明日香　　　岩瀬ヤスミ　　　浮田　満恵　　　内田　知子　　　戎井　昭代　　　大塚　祥子　　　大戸　康久　　　大西　　淳
大野　浩平　　　岡田　　努　　　奥藤　光明　　　小倉　宏文　　　越智眞理子　　　越智　京子　　　恩地　森一　　　片上　孝光
亀岡マリ子　　　門間　博子　　　川口　修一　　　川崎　佳子　　　北澤　伸尚　　　楠　　正司　　　忽那　仁美　　　久保　詞夫
黒田　浩美　　　河野　数豊　　　河野　浩武　　　小島敬一郎　　　五島　孝紀　　　後藤　理紗　　　小山　　正　　　近藤トクミ
崎山　幸子　　　島田　真美　　　清水　　勇　　　上甲　絹美　　　上甲　裕継　　　白石由香里　　　白石　静子　　　甚野より子
末光　直樹　　　関　　雅子　　　曽我　　修　　　高木　義廣　　　高木　勇人　　　高須賀勝良　　　高瀬久美子　　　高橋　真治
高橋　幸代　　　武井　敦子　　　竹下　裕子　　　竹田　丈二　　　武智　吉浩　　　竹葉　　晃　　　田中　國芳　　　玉井　宏伸
玉井　章寛　　　束村メグミ　　　辻　　隆志　　　土居　美鈴　　　富田　雅重　　　豊島　治朗　　　永井　泰徳　　　中尾　弘司
中上　隆志　　　中野　暢美　　　中野　一喜　　　長野　　裕　　　中村　有里　　　中村　　佑　　　中山　　淳　　　中矢　雄次
西川セルコ　　　二宮　伸二　　　野本　通義　　　萩原　一郎　　　橋本　由美　　　林　　克樹　　　伴野　健吾　　　兵頭　建二
平岡　達也　　　平松　俊夫　　　平松　一枝　　　福田　佐和　　　藤井　雄也　　　藤田　　洋　　　藤田　聡彦　　　藤原　重好
二神　幸代　　　二神　光子　　　前田　直子　　　正岡　佐規　　　正岡　清子　　　増田　吉利　　　増本　　園　　　松崎　幸弘
松崎　純子　　　松友　理浩　　　松本　　宏　　　松本みつ江　　　水口　雅之　　　水野　久佳　　　三井　純一　　　満田　楓乃
三村　　立　　　宮岡　秀明　　　三好　智子　　　村岡　馥子　　　村上　孝子　　　村上トモ子　　　森岡　　啓　　　森　　澄恵
森　　正和　　　薬師神芳洋　　　安永　　毅　　　矢野　啓司　　　矢野　元昭　　　山川智三郎　　　山口　秀子　　　山崎　誠也
山崎　　亮　　　山本　実代　　　山本千延子　　　山本　泰正　　　横山　彩華　　　横山　真一　　　吉村　典子　　　若宮　愛実
脇水　雅彦　　　渡部あゆみ　　　渡辺　幸子

新谷　保章　　　稲葉　省三　　　大久保雅代　　　奥田　順子　　　門田　　誓　　　河村　増美　　　小玉　英次　　五領田眞理子
佐伯　光健　　　佐々木長実　　　重松　章子　　　杉内由美子　　　武井　義定　　　橘　　史朗　　　田所　和人　　　谷本　照美
谷本　　治　　　土井　典子　　　夏野　良司　　　二宮　哲昭　　　紅谷　博美　　　森　　和子　　　森　亜由美　　　森山　弘子
森山加代子　　　鷹尾　隆寛　　　鷹尾　雅裕　　　渡辺　幸子

愛媛ジェーシービー 愛媛県警察本部少年課 四国管区警察局愛媛県情報通信部 久万高原警察署
四国コカ・コーラボトリング 新居浜警察署 パナソニックヘルスケア(株) 浜風
（株）ビージョイ 美容室めぐみ 松山金亀ライオンズクラブ 松山聖陵高等学校
松山南警察署 愛媛　戸田道場

愛媛県警音楽隊プロムナードコンサート募金 県警察本部食堂募金 交通安全県民大会募金
愛媛県総合科学博物館イベント募金 久万五月まつり募金 久万軽トラック市場募金
丹原農協イベント募金 地域ブランドサミット(八幡浜）募金 新居浜社会福祉協議会イベント募金
新居浜ハマハマフェスティバル募金 ふれあいコンサート(西条）募金 西予市ふれあいフェア募金
ふれあいコンサート(松山）募金 松山南警察署バザー募金 人権フェスティバル（コミセン）募金
クリスマス交通安全イベント(フジ重信店）募金

（個　　　人）

寄　　　　　　　附

正　　　会　　　員

（※誤字・脱字等ございましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください。）

６

募　　　　　　　金

工藤　光一　　　小玉　英次　　　佐伯　光健　　　坂田　せい　　　重松　章子　　　鷹尾　雅裕　　　武井　義定　　　玉岡　浩三
對馬　正仁　　　紅谷　博美　　　鷹尾　雅裕　　　片上　孝光

法人税について、法人が支出する寄付金は、その法人の資
本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金
に算入されます。このとき、公益法人に対する寄付につい
ては、一般寄付金の損益算入限度額とは別に、別枠の損金
算入限度額が設けられます。
[根拠条文／法人税法第37条]

Ａ︰公益法人への寄付金の特別損金算入限度額
Ｂ︰一般寄付金の損金算入限度額（Ａの限度額を超えた分を
　　含む）

【Ａ】
（所得金額の6.25％＋資本金等の額の０.375％）×１/2

【Ｂ】
（所得金額の2.5％＋資本金等の額の０.25％）×１/4

税制上の優遇措置について 公益社団法人への寄付・賛助会費は、税制の優遇を受けることができます。

公益法人に寄付した� に対する税制優遇法人
法人税

公益法人に寄付した� に対する税制優遇個人
所得税 所得税について、以下の優遇があります。
[根拠条文／所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3]

[所得
金額－（寄付額－2,０００円）]×所得税率＝ 税額（注1）

所得控除額

所得
金額×

所得
税率－[（寄付額－2,０００円）×4０％]＝ 税額（注1）

所得控除額（注２）

所得控除

所得控除

▶

▶

▶

選択可

公益法人
への寄付

税額控除対象
公益法人への

寄付

（注1）寄付額のうち、所得控除額は総所得金額等の40％相当額が限度
（注２）税額控除額は、所得税額の２5％が限度

たとえば、税額控除対象の
公益法人に対し、１万円を
寄付した場合…

➡
3,２00円が所得税から控除
される計算

税額控除は、所得控除と
比べると、高所得層より
も低所得層への減税効果
が大きくなります！

（公益法人 information HP より抜粋）


